
 

 

 

情報公開事務の効率化について 
 

 

佐間野 貴広 

 

近畿地方整備局 総務部 人事課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 情報公開法の施行（平成１３年４月１日）から１０年以上が経過したが、ここ数年、近畿地

方整備局が保有する行政文書に対する情報公開開示請求は急激に増加している。そこで、近畿

地方整備局における情報公開事務の現状と問題点を考察すると共に、情報公開事務に関係する

各担当職員の負担を軽減するために行った事務の効率化に関する取り組みについて、発表する。 
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1.  情報公開法について 

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下、「情報公開法」という）」は、平成１３年

４月１日に施行された。情報公開法は第１条の目的

に明記されているとおり国民主権の理念にのっとっ

て立法化されたものであり、その内容は「行政文書

の開示を請求する権利等」を定めることで、１）行

政機関が保有する情報の一層の公開が図られ、２）

政府が国民に対して持つアカウンタビリティ（説明

責任）を全うし、３）国民が行政運営について必要

な情報を入手し、その運営に対して適正な意見を形

成することで、公正で国民の意見が反映された行政

を実現することに資すること、以上の３点を主な法

律の目的としている。 

 

（１）情報公開制度の概要 

①誰でも（未成年・外国人も可）、利用目的を問わ

ずに、行政機関の保有する全ての行政文書を対象と

して開示請求ができる。 

②開示請求があった行政文書は、原則開示する（請

求のあった日から３０日以内）。ただし、個人情報

などの「不開示情報」は除く（本人からの開示請求

でも同様）。 

③不開示決定等に対して、不服申し立て（審査請

求・異議申し立て）、取り消し訴訟ができる。不服

申し立てについては、第三者的立場から、内閣府に

設置された情報公開・個人情報保護審査会が調査及

び審議を行う。 

 

（２）行政文書の定義 

行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書で、組織的に用いられるものとし

て当該行政機関が保有しているもの。この条件に合

致すれば、行政文書登録しているか否かに関係なく、

行政文書として開示請求の対象となる。 

 

2.  情報公開の現状と問題点 

 法律の施行（平成１３年度）から平成２５年度ま

での間に、当局に対して開示請求が行われた行政文

書の数（以下、「開示請求文書数」という）は、表

－１のように推移しており、平成２２年度以降、急

激に増加している。 

 

表-１ 開示請求文書数の推移 

  

その主な原因として、平成２１年度途中に、国土

交通省が発注する工事設計書の積算単価に関する取

扱方針が変更されたことが挙げられる。従来、工事

の契約は変更を伴うことが多く、工事の履行中に積
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算単価を開示すると変更予定価格が類推されるおそ

れがあることから、履行中の工事の積算単価は不開

示として対処していた。 

 しかし、この方針について、ある開示請求事案で

不服申し立てを受け、情報公開・個人情報保護審査

会に諮問したところ「不開示情報には該当せず、開

示すべきである」との答申（平成２１年度（行情）

答申第５３号）が出された。以降、工事設計書に関

する開示請求があった場合には、工事の進捗度合の

如何に関わらず、全ての情報を開示することになっ

た。この結果、工事の落札を目指す建設業者等から

行われる工事設計書への開示請求が飛躍的に増加し、

その処理を担当する各関係職員への負担も増すこと

になった。 

なお、前記答申が出される前の平成２０年度とセ

ルフコピー開始前の平成２３年度の開示請求文書数

の内訳を比較すると、表－２のとおり変化しており、

工事設計書の占める割合が非常に大きくなっている

ことがわかる。 

 

 
表-２ 開示請求内訳の変化 

 

3.  情報公開事務の効率化に関する検討 

 増加する一方の開示請求により、とりわけ工事設

計書を保有する各事務所担当課及び本局担当課の職

員は本来業務を行いながら、開示請求に関する事務

を処理しなければならない状況で、その負担は非常

に大きいものとなっていた。 

 また、開示請求がピークに達した平成２３年度・

平成２４年度当時、政府では情報公開法の改正案が

閣議決定されており（その後、廃案）、その内容は

開示決定期限を３０日間から１４日間へ短縮するも

ので、開示決定期限の遵守及び職員の負担軽減のた

めには、何らかの情報公開事務の効率化を検討する

ことが急務となった。 

   

（１）検討状況 

 事務の効率化の検討にあたっては、開示請求の大

部分を占める工事設計書に関する開示事務を効率化

することが最も効果的であることは明白であり、こ

の方法について、局内各担当課と協議を行うと共に、

同様の悩みを抱える他地方整備局の取り組みを研究

した。 

  その検討の結果として、工事設計書のセルフコピー

方式を、平成２５年１月１５日より試行として導入

することとした。これは、一度開示請求があり、そ

の後、開示決定にまで至った工事設計書のＰＤＦデ

ータを情報公開室に備え付けたパソコンに保存し、

希望者には無料（ＣＤ－Ｒは利用者持参）でセルフ

コピー方式により提供するものである。試行のイメ

ージは、図－１のとおりである。これにより、これ

まで同一の工事設計書に対して繰り返し行われてい

た開示請求を削減することが可能となった。 

 なお、セルフコピー方式は、情報公開法の法令・

規則に基づいたものではなく、行政サービスとして

の取り組みではあるが、工事設計書という非常に需

要が高い行政文書を、行政側から積極的に公開する

ことは情報公開法の主旨から外れたものではないと

考えている。 

 

 
図－１ セルフコピーイメージ図 
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（２）セルフコピー方式について 

 セルフコピー方式の概要は以下のとおりである。 

①開始時期 

 平成２５年１月１５日から開始した。 

②対象 

 平成２４年１１月以降に当局に対して開示請求が

あり、一度開示決定した当初契約の工事設計書（最

下位の単価表まで）を対象とする。 

③実施方法 

  上記②にかかる工事設計書のＰＤＦデータを情報公

開室備付けのパソコンに保存しておき、ＣＤ－Ｒを

持参した請求者が申請書（１回の申請で５件までの

工事がコピー可能）を提出した上で、請求者自らが

ＣＤ－ＲにＰＤＦデータを焼き付ける作業を行う。        

なお、コピーを希望する工事設計書がセルフコピ

ーの対象となっているか確認できるようにするため、

対象工事の一覧表を作成した。 

 

セルフコピー対象リスト 

 

④対象工事の更新 

 新規工事のＰＤＦデータをできるだけ早く入手し

たい請求者のニーズに応えるため、開示決定がなさ

れた翌週火曜日にコピー可能対象工事の更新を行う

こととした。また、工事設計書の開示請求の特徴と

して、契約締結に至った後、比較的短期間で特定の

工事設計書に開示請求が集中する傾向がある。その

ため、開示請求が行われたばかりでセルフコピーが

可能になっていない工事設計書についても、セルフ

コピー対象予定の「準備中」案件として一覧表に掲

載（開示請求年月日も併せて記載）することで、同

一の工事設計書に対して重複して多数の開示請求が

行われる事ができるだけ少なくなるようにした。 

⑤周知方法 

 工事設計書に関する開示請求のもう一つの特徴と

して、同一の者（リーピーター）から繰り返し開示

請求が行われるというものがある。そのため、試行

内容を周知するためのチラシを作成し、情報公開室

へ工事設計書の開示請求で訪れた者へチラシの手渡

しを行い、更に開示請求者に開示決定通知書を送付

する際にチラシを同封して、周知を行った。 

 

 

周知用チラシ 

 

4.  効率化の検証 

 平成２５年１月１５日にセルフコピー方式を開始

して以降、開示請求文書数の減少など、一定の事務

の効率化が図ることができた。その内容について、

以下のとおり検証する。 

 

（１）開示請求文書数の推移 

 平成２３年度から平成２５年度までの開示請求文

書数の推移は表－３のとおりとなった。ピークだっ

た平成２３年度と比較すると約４３．５％の減少と

なっている。一方で、当局で契約された工事の件数

は、大型の補正予算などで工事の契約件数が増加傾

向であったにも関わらず、開示請求文書数は減少し

ており、一定の効果があったことがわかる。 

 

 
表-３ 開示請求文書数の変化 
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（２）事務の効率化（時間換算） 

 通常、１件の工事設計書の処理には､図－１で示し

たとおり、受付から開示の実施までに多数の職員が

関わっている。おおまかに時間換算してみると以下

のとおりである。 

①受付・形式審査（情報公開室）→約２０秒 

②事務所担当課・本局担当課の特定及び請求書写し

の送付（情報公開室）→約２分 

③文書特定・送付（事務所担当課）→約２分 

④内容確認・提出（本局担当課）→約１分 

⑤開示決定起案・決裁（情報公開室） 

→約２分３０秒 

⑥開示決定通知書送付（情報公開室） 

→約１分３０秒 

⑦開示の実施（情報公開室）→約２０秒 

合計：約９分４０秒／１件 

 平成２５年度において、工事設計書の請求文書数

を約３，０００件削減することができたため、総時

間にすると以下のとおりとなる。 

「９分４０秒×３，０００件＝２９，０００分

（ａ）」 

 これに対し、セルフコピーデータの更新作業等に

一週間で要する作業時間は以下のとおりとなる。な

お、セルフコピーの申請件数は一週間で約７０件程

度となっている。 

①工事設計書のリストアップ作業→約１００分 

②工事設計書ＰＤＦデータ更新作業（ハイパーリン

ク）→約６０分 

③閲覧ファイル（２冊）の更新作業→約２０分 

④セルフコピー申請の受付対応等（約７０件／週） 

→約３０分 

合計：約２１０分／週 

したがって、平成２５年度の総作業時間は「２１０

分×５２週＝１０，９２０分（ｂ）」となる。 

最終的に平成２５年度で省力化できた時間を計算す

ると以下の結果となった。 

「（ａ）－（ｂ）＝２９，０００分－１０，９２０

分＝１８，０８０分（約３００時間）」 

 これらの計算はあくまで概算ではあるが、セルフ

コピー方式の導入によって、工事設計書の開示請求

事務に関係する職員の負担を少なからず軽減するこ

とはできたものと考える。また、請求者にとっても

ＣＤ－Ｒさえ持参すれば、無料で希望する工事設計

書のデータを入手することができるため、特段苦情

等も寄せられず、おおむね好評である。 

 なお、平成２５年１月１５日から平成２６年３月

３１日までのセルフコピー方式の利用状況だが、申

請件数が３，９２８件、申請文書数が１４，６４４

件である。 

 

（３）セルフコピー方式の問題点 

 現在、多くの請求者にセルフコピー方式を利用し

ていただいているが、下記の２点が主な運用上の問

題点として挙げられる。 

①１人目の請求者のみが開示請求手数料を負担し、

無料でセルフコピーを行う２人目以降の請求者と費

用負担の面で不公平感がある。 

②セルフコピーを行うために当局の情報公開室へ来

庁してもらう必要があるため、遠方にしか営業所を

持っていない請求者が利用できない。 

①については、確かに１人目の請求者が開示請求

手数料を負担することになるが、セルフコピーは開

示決定後にしか行うことができないため、１人目の

請求者が最も早く工事設計書を入手することができ

るという利点がある。また、この問題を解決するも

のではないが、結局は他者が請求した工事設計書を

自分自身がセルフコピーする立場にもなることをそ

れぞれの請求者が理解されているのか、費用負担に

関する苦情等の申出はなかった。 

②については、その問題点の解消として、インタ

ーネットを活用する方法が最も効果的ではあるが、

工事設計書のデータに当局が関知しない不特定多数

の者がアクセスすること、また、開示請求やセルフ

コピーでは行われる申請行為が全くない者に、工事

設計書（行政文書）を開示するのかなど、いくつか

の懸念材料が事務の効率化を検討する際に関係各課

から寄せられた。 

 今後、他地整の取り組み事例なども検討し、でき

るだけ不公平感のない方法を引き続き模索する必要

があると考える。 

 

5.  おわりに 

 セルフコピー方式の導入によって、ある一定の事

務の効率化を図ることはできたが、依然として当局

が保有する行政文書への開示請求文書数は高い水準

にある。セルフコピー方式の利用件数を見ても、特

に工事設計書や業務成果品など商業利用価値のある

行政文書へのニーズは高まる一方であり、その対応

を検討することは引き続き課題として残っていると

言わざるを得ない。 

また、情報公開法第２４条では「行政機関の保有

する情報の提供に関する施策の充実」が定められて

おり、情報公開法の目的である「国民への説明責

任」を全うするためには、商業利用目的とはいえ、
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開示請求制度による行政文書の開示だけでなく、今

後、当局が保有する情報を自発的に提供していく方

法についても更に充実させていく視点も必要と考え

る。 

  

なお、本稿は従前の所属である近畿地方整備局総

務部総務課での所掌内容である。 
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